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２　

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主

張
を
伴
う
特
許
出
願
の
出
願
人
は
、
先
の

出
願
の
日
か
ら
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

期
間
を
経
過
し
た
後
は
、
そ
の
主
張
を
取

り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３　

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主

張
を
伴
う
特
許
出
願
が
先
の
出
願
の
日
か

ら
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
取

り
下
げ
ら
れ
た
と
き
は
、
同
時
に
当
該
優

先
権
の
主
張
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
と

み
な
す
。

（
パ
リ
条
約
に
よ
る
優
先
権
主
張
の
手
続
）

第
四
三
条　

パ
リ
条
約
第
四
条
Ｄ
(1)
の
規
定
に

よ
り
特
許
出
願
に
つ
い
て
優
先
権
を
主
張
し

よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
旨
並
び
に
最
初
に

出
願
を
し
若
し
く
は
同
条
Ｃ
(4)
の
規
定
に
よ

り
最
初
の
出
願
と
み
な
さ
れ
た
出
願
を
し
又

は
同
条
Ａ
(2)
の
規
定
に
よ
り
最
初
に
出
願
を

し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
た
パ
リ
条
約
の
同
盟

国
の
国
名
及
び
出
願
の
年
月
日
を
記
載
し
た

書
面
を
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に

特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の
主
張
を

し
た
者
は
、
最
初
に
出
願
を
し
、
若
し
く

は
パ
リ
条
約
第
四
条
Ｃ
(4)
の
規
定
に
よ
り

最
初
の
出
願
と
み
な
さ
れ
た
出
願
を
し
、

若
し
く
は
同
条
Ａ
(2)
の
規
定
に
よ
り
最
初

２　

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の

主
張
を
伴
う
実
用
新
案
登
録
出
願
の
出
願

人
は
、
先
の
出
願
の
日
か
ら
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
し
た
後
は
、
そ

の
主
張
を
取
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３　

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
優
先
権
の

主
張
を
伴
う
実
用
新
案
登
録
出
願
が
先
の

出
願
の
日
か
ら
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

期
間
内
に
取
り
下
げ
ら
れ
た
と
き
は
、
同

時
に
当
該
優
先
権
の
主
張
が
取
り
下
げ
ら

れ
た
も
の
と
み
な
す
。

〈
第
十
一
条
第
一
項
で
準
用
す
る
特
許
法
第

四
十
三
条
〉

〈
第
十
五
条
第
一
項
で
準
用
す
る
特
許
法
第

四
十
三
条
（
同
条
第
一
項
中
「
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
期
間
内
」
と
あ
る
の
は
「
意
匠
登
録

出
願
と
同
時
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
次
の
各

号
に
掲
げ
る
日
の
う
ち
最
先
の
日
か
ら
一
年
四

月
」
と
あ
る
の
は
、「
意
匠
登
録
出
願
の
日
か

ら
三
月
」
と
読
み
替
え
る
）〉

〈
第
六
〇
条
の
一
〇
第
一
項
で
適
用
し
な
い
特

許
法
第
四
十
三
条
〉

〈
第
六
十
条
の
十
第
二
項
で
準
用
す
る
特
許
法

第
四
十
三
条
第
二
項
（
同
項
中
「
次
の
各
号
に

掲
げ
る
日
の
う
ち
最
先
の
日
か
ら
一
年
四
月
以

内
」
と
あ
る
の
は
「
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

期
間
内
」
と
読
み
替
え
る
）〉

〈
第
十
三
条
第
一
項
で
準
用
す
る
特
許
法
第

四
十
三
条
第
一
項
（
同
項
中
「
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
期
間
内
」
と
あ
る
の
は
「
商
標

登
録
出
願
と
同
時
」
と
読
み
替
え
る
）〉

〈
第
十
三
条
第
一
項
で
準
用
す
る
特
許
法
第

四
十
三
条
第
二
項
（
同
項
中
「
明
細
書
、
特

許
請
求
の
範
囲
若
し
く
は
実
用
新
案
登
録
請
求

の
範
囲
及
び
図
面
」
と
あ
る
の
は
「
商
標
登
録

を
受
け
よ
う
と
す
る
商
標
及
び
指
定
商
品
又
は

特
許
法
第
四
三
条

意
匠
法

商
標
法

実
用
新
案
法
第
九
条


